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情報開示請求に対する開示決定について（伺）

平成25 年９月12 日付にて請求されました公文書について、別紙のとおり武雄市
情報公開条例第９条の条項に基づき、開示の決定を行ってよいかお伺いします。
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２　公文書の件名または内容

(意見)

武 雄 市



様

決定通知書の送付について

武市商　　第

平成２５年

７

月

０ 号

日

武雄市長　樋　渡　啓　祐

平成２５年９月１２日付けで請求のあった公文書の開示については、下記のとおり開

示することと決定しましたので、別紙のとおり決定通知書を送付します。

なお、郵送による写しを交付する場合の開示手数料は下記のとおりですので、あらか

じめ郵送料相当の切手及び宛先を記載した封筒とあわせ、現金または定額小為替にて納

付していただけますようお願いいたします。領収書につきましては、開示文書と一緒に

送付します。次のとおり公文書の全部を開示することと決定したので通知します。

記

１、開示決定通知書　　 別紙のとおり

２、開示手数料　　　　 ２０円

内訳　写し1枚当たり１０円Ｘ２

３、郵送料

４、問い合わせ先

８０ 円

武雄市営業部商工流通課流通係

電話：0954-23-9183

以上



様式第2号(第3条関係)

川 糾

開　 示　 決　 定　 通　 知　 書

武市商　第　７０

平成２５年９月

号

日

武雄市長　樋　渡　啓　祐

平成２５年９月１２日付けで請求のあった公文書の開示については、武雄市情報公開条

例第9条第1項の規定により、次のとおり公文書の全部を開示することと決定したので通

知します。

公 文書の件名
平成25 年9月６日から平成25 年9月８日に行われたイベント「ソーシャ

ルツアー@SAGA 」への後援名義使用許可申請及び後援名義使用許可

書（若しくはそれらに類する文書）

開 示 の 日 時 郵送による

開 示 の 場 所 上記のとおり

所　 管　 課 営業部商工流通課流通係

電話番号（直通) 0954-23-9183

注1　公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。

２　指定された公文書の開示の日時に支障があるときは､あらかじめその旨を所管課に

連絡してください。
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